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参考１参考１参考１参考１    入札・契約手続の流れ入札・契約手続の流れ入札・契約手続の流れ入札・契約手続の流れ    

 

 総合評価方式を実施する場合の標準的な手順を、入札・契約方式別に次頁

以降に示す。 

 

 現在の直轄工事における通常指名競争入札方式では入札・契約プロセスの

中で企業からの技術資料等を求めるプロセスはないが、総合評価方式を適用

する場合には、新たに企業から技術資料等を求めるプロセスが追加されるた

め、工事希望型指名競争入札と同様の手続が必要となる。 

 また、技術的難易度の高い工事については、その他の方式として二段階選

抜方式、二封筒方式がある。 

 

 なお、日数については工事の内容に応じ、適宜短縮可能とする。 

 

 
一般競争 

入札 

公募型指名

競争入札 

工事希望型 

指名 

競争入札 

通常指名 

競争入札 

簡易型 ○ ○ ○ 

従来型 

高度技術提案型 
○ ○   
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（１）簡易型 

 

一般競争一般競争一般競争一般競争入札（簡易型）の流れ入札（簡易型）の流れ入札（簡易型）の流れ入札（簡易型）の流れ 

10 日 

48 日 

20 日 

公告後速
やかに 

10 日 

10 日 

28 日 

標準的
な日数 

累計 
日数 

 は必要に応じて実施 

資料作成説明会 

申請書及び資料の提出 

競争参加資格確認結果の通知 

入  札 

技術的能力の審査 

公  告 

入札説明書の交付 

ヒアリング 

技術資料の評価 

総合評価による落札者の決定 

※所要日数については案であり、今後検討が必要である。 
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公募型指名競争入札（簡易型）の流れ公募型指名競争入札（簡易型）の流れ公募型指名競争入札（簡易型）の流れ公募型指名競争入札（簡易型）の流れ 

10 日 

10 日 

標準的
な日数 

累計 
日数 

10 日 

20 日 

30～40 日 

 は必要に応じて実施 

10～20 日 

資料作成説明会 

申請書及び資料の提出 

技術的能力の審査 

技術資料収集に係る掲示 

指名・非指名通知 

技術資料作成要領の交付 

ヒアリング 

入  札 

技術資料の評価 

総合評価による落札者の決定 

※所要日数については案であり、今後検討が必要である。 
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 は必要に応じて実施 

5～10 日 

標準的 
な日数 

累計 
日数 

5 日 

10 日 

5～10 日 

10～15 日 

20～25 日 

通常指名競争入札（簡易型）の流れ通常指名競争入札（簡易型）の流れ通常指名競争入札（簡易型）の流れ通常指名競争入札（簡易型）の流れ 

入  札 

技術資料の提出 

技術的能力の審査 

ヒアリング 

指名・非指名通知 

技術資料の評価 

総合評価による落札者の決定 

資料作成説明会 

技術資料の提出を求める者の選定 

技術資料の提出要請 

※所要日数については案であり、今後検討が必要である。 
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（２）従来型及び高度技術提案型 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一般競争入札（従来型及び高度技術提案型）の流れ一般競争入札（従来型及び高度技術提案型）の流れ一般競争入札（従来型及び高度技術提案型）の流れ一般競争入札（従来型及び高度技術提案型）の流れ 

技術提案の改善を
求め、又は改善を提
案する機会を与え
る場合 
 

 
は必要に応じて実施 

20～30 日 

60～80 日 

40～60 日 

公告後速
やかに 

20～30 日 

20～30 日 

20 日 

標準的 
な日数 

累計 
日数 

資料作成説明会 

申請書及び資料の提出 

競争参加資格確認結果の通知 

入  札 

技術的能力の審査 

公  告 

改善された技術提案の提出 

技術提案の審査・評価 

予定価格の作成 

技術提案の改善 

予定価格算定の提案選定 

入札説明書の交付 

ヒアリング 

技術提案の審査・評価 

総合評価による落札者の決定 

技術提案の審査の
結果を踏まえて、予
定価格を作成する
場合 

【高度技術提案型】 

※所要日数については案であり、今後検討が必要である。 
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 は必要に応じて実施 

20～30 日 

50～80 日 

40～60 日 

20～30 日 

20～30 日 

10～20 日 

標準的 
な日数 

累計 
日数 

公募型指名競争入札（従来型及び高度技術提案型）の流れ公募型指名競争入札（従来型及び高度技術提案型）の流れ公募型指名競争入札（従来型及び高度技術提案型）の流れ公募型指名競争入札（従来型及び高度技術提案型）の流れ 

資料作成説明会 

申請書及び資料の提出 

指名・非指名の通知 

入  札 

技術的能力の審査 

技術資料収集に係る掲示 

改善された技術提案の提出 

技術提案の審査・評価 

予定価格の作成 

技術提案の改善 

予定価格算定の提案選定 

技術資料作成要領の交付 

ヒアリング 

技術提案の審査・評価 

総合評価による落札者の決定 

技術提案の改善を
求め、又は改善を提
案する機会を与え
る場合 
 

技術提案の審査の
結果を踏まえて、予
定価格を作成する
場合 

【高度技術提案型】 

※所要日数については案であり、今後検討が必要である。 
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（３）技術的難易度の高い工事に適用する方式 

（ａ）二段階選抜方式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

○○交差点立体交差 

 ・○○交差点のアンダーパス設置 

技術提案（簡易）内容 

・ 施工計画（概略） 

・ 概略の施工方法、適用工法 

・ 施工日数（概略） 

技術提案（詳細）内容 

・ 施工計画（詳細）、 

・ 具体の施工方法、適用工法 

・ 施工日数の算定根拠 

・ 通過交通の安全対策 

・ 周辺環境への対策（騒音、歩

行者安全、美観等） 

（対象工事例） 

資料作成説明会 

申請書及び資料の提出 

（簡易な技術提案） 

競争参加資格確認結果の通知 

詳細な技術提案の提出要請 

技術提案の審査・評価 

公  告 

技術提案の審査・評価 

入  札 

技術提案の審査・評価 

総合評価による落札者の決定 

入札説明書の交付 

ヒアリング 

技術審査結果の通知 

詳細な技術提案の提出 
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（ｂ）二封筒方式    

（対象工事例） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○○橋梁下部工事 

 ・○○川の水中橋脚 

求める技術提案内容 

・ 施工計画 

・ 仮締め切り日数 

・ 具体の施工方法 

・ 周辺環境への対策（水質汚濁

等） 

資料作成説明会 

申請書及び資料の提出 

技術提案の審査・評価 

公  告 

競争参加資格確認結果の通知 

（業者の絞り込み） 

入札説明書の交付 

ヒアリング 

入  札 

技術提案の審査・評価 

総合評価による落札者の決定 
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参考２参考２参考２参考２    評価項目の考え方評価項目の考え方評価項目の考え方評価項目の考え方    

 

（１）評価項目の基本的な考え方 

評価項目の設定においては、工事における必要度・重要度や評価項目に係

わるデータの入手可能性等に基づき、適切に設定する。 

 

 公共工事の品質向上・確保のために重要な評価項目は、公共工事における

企業への期待の観点から以下のように整理できる。 

 ①企業の技術力 

 ②企業の信頼性・社会性 

 ③企業の高度な技術力 

 

 「①企業の技術力」は、発注者の指示する仕様に基づき、適切かつ確実に

工事を遂行する能力を期待するものであり、当該工事の技術特性の理解度を

把握するために施工計画を評価するとともに、企業が保有する施工技術の実

績、当該工事の施工に直接係わる配置予定技術者の能力を評価対象とする。 

 

 「②企業の信頼性・社会性」は、工事を円滑に実施する能力を期待するも

のであり、現地条件を熟知している等の地域精通度、地域住民が安心して工

事を任せられる企業であるかという視点から地域への貢献度を評価対象と

する。 

 

 「③企業の高度な技術力」は、発注者の指示する標準的な仕様を入札者か

らの技術提案により改善し、工事の品質向上を図る能力を期待するものであ

り、総合的なコスト、性能・強度等や環境の維持・交通の確保等の視点から、

入札者の技術提案を評価する。 
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 総合評価方式の評価項目は、下図の簡易型、従来型及び高度技術提案型に

ついてそれぞれ適用する工事の特性（工事内容、規模等）に応じて設定する。 

 

①簡易型 

 簡易型の総合評価方式を適用する工事は、工事規模が小さい、あるいは技

術的難易度が高くはないことから、技術提案の余地や効果が小さい。したが

って、発注者の指示する仕様に基づき、適切で確実な施工を確保できる技術

力を保有しているか確認する観点から、「①企業の技術力」を評価するとと

もに、必要に応じて「②企業の信頼性・社会性」を評価する。 

 

近年、公共工事における不良工事が増加する傾向にあり、十分な性能・機

能が確保できない、施工不良に伴う補修工事等により通行を規制する、供用

開始時期が遅れる、あるいは工事に伴う騒音・振動対策が不十分である等の

社会的便益の損失が大きい事例も見受けられる。工事規模が小さいものや難

易度が低い工事においては、技術提案の範囲が限定され、公共工事の価値の

向上を図る一方で、不良工事のリスクを回避するため、発注者が示す標準的

な仕様に基づく適切かつ確実な施工がより重要となる。長期的に見れば、確

実な施工を行うことにより工事目的物の性能が確保されるとともに、構造物

の長寿命化や、長い供用期間にわたる維持管理の軽減にもつながるものであ

る。これにより、国民にとっては、供用性・安全性の高い社会資本の確保、

将来の維持管理費を含めた総合的なコストの縮減、事業効果の早期発現、工

事の円滑な実施等の利益を享受できる。 

 

 さらに、地域の視点から見ると、工事場所の現地条件を熟知している、社

員が日常生活において地域のためにボランティア活動をしている、災害時に

迅速に対応し地域を守るために力を入れている等、地域に精通し、貢献して

いる企業が工事を実施することにより、地域住民にとっては、工事が円滑に

進み、安心感をもつことができるという利益を享受できる。 

 

②従来型及び高度技術提案型 

 従来型及び高度技術提案型の総合評価方式を適用する工事は、工事規模が

大きく、かつ施工上の技術的難易度が高いことから、技術提案の余地や効果

は大きい。したがって、施工上の特定の課題について民間事業者によるＶＥ

提案を募り、工事の高度化を図る観点から、「③企業の高度な技術力」を評

価するとともに、工事全般にわたる施工を確実に担保する観点から、「①企

業の技術力」をあわせて評価する。 
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国民にとって最も有利な調達を行うためには、まず一義的にはより価値の

高い工事を目指すことが求められる。特に、工事規模が大きく、難易度が高

い工事では、発注者が示す標準的な仕様に対して技術提案を求めることによ

り、企業の優れた技術力を活用し、公共工事の価値（Value）をより高める

ことができる。その結果、国民にとっては、将来の維持管理費を含めた総合

的なコストの縮減、工事目的物の性能・機能の向上、環境の維持や交通の確

保といった社会的要請の高い事項への対応等の利益を享受できる。 

 

 なお、それぞれの評価項目ごとに予め履行検証の方法、不履行であった場

合の評価内容の担保について設定しておく必要がある。（参考資料４参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 各方式における評価項目の設定 

大大大大 

高高高高

高度技術高度技術高度技術高度技術
提案型提案型提案型提案型 

（①）・③（①）・③（①）・③（①）・③ 

従来型従来型従来型従来型 

（①）・③（①）・③（①）・③（①）・③ 

直轄では直轄では直轄では直轄では 
現状２億円現状２億円現状２億円現状２億円 

施工上の技術的課施工上の技術的課施工上の技術的課施工上の技術的課題の難易度題の難易度題の難易度題の難易度 

簡易型簡易型簡易型簡易型 

①・（②）①・（②）①・（②）①・（②） 

工工工工

事事事事

規規規規

模模模模 
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（２）施工上の技術的課題の難易度の評価 

 施工上の技術的課題の難易度については、工事の施工条件、環境条件等か

ら工事ごとに発注者が判断する。例えば、工事ごとに以下に示す施工上の技

術的課題の例を参考に、主な課題を特定するとともに、個々の課題について

その重要性、難易度等を勘案し、当該工事全体の難易度について判断する。 

 

表 施工上の技術的課題の例 

施工上の技術的課題 備考 

□供用中にエネルギーを消費する施設で、消費量

の削減によりライフサイクルコストが削減さ

れる。 

機械設備の燃料消

費量の削減 ライフサイ

クルコスト 
□維持管理が困難な構造物で、長寿命化によりラ

イフサイクルコストが削減される。 
橋梁等の塗装 

総合的な

コスト 

補償 
□補償を要する工事で工期の短縮が補償費の削

減につながる。 

水利権、漁協権等の

補償期間の短縮 

□自動車専用道や交通量の多い道路等で、走行

性・低騒音が求められる。 
道路舗装 

□低騒音・低振動化により、住民満足度が向上す

る設備。 
設備の騒音、振動 

□施工数量により、設備の機能・性能が向上する。 利水容量等の確保 

工事目的

物 の 性

能・機能 

性能・機能 

□材料やコンクリートの特別な品質管理・出来型

管理が求められる。 

コンクリート構造

物等 

□鉄道営業線があり、施工に配慮を要する。  

□架空線があり、施工に配慮を要する。  

□地下埋設物があり、施工に配慮を要する。  

□民家があり、施工に配慮を要する。 騒音、振動、粉塵 
近接施工 

□病院・学校等の重要施設があり、施工に配慮を

要する。 
騒音、振動、粉塵 

□施工にあたり交通規制が伴う。  

現道作業 □施工にあたり、歩行者の安全対策に配慮を要す

る。 
 

□水質汚濁防止の対策が必要。  
水質汚濁 

□地下水遮断への対策が必要。  

騒音・振動 □施工にあたり、騒音・振動対策が必要。  

大気汚染 □施工にあたり、大気汚染対策が必要。  

臭気 □施工にあたり、臭気対策が必要。  

地盤沈下 □施工にあたり、地盤沈下対策が必要。  

揮発性有機

化合物 

□施工にあたり、ホルムアルデヒト等の揮発性有

機化合物への対策が必要。 
 

社会的 

 要請 

環境 □自然保護区域内や希少動植物への配慮が必要。 
騒音、振動、粉塵、

自然改変面積 
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（３）評価項目の設定 

 評価項目の設定例を以下に示す。 

 また、「③企業の高度な技術力」に関する評価項目の具体事例をあわせて

示す。 

 

表 評価項目の一例（簡易型） 

提出を求める頻度 

企業へ

の期待 
評価の視点 評価項目例 

特に

重要

な 

項目 

工事

ごと 

定期 

的 

ＤＢ 

活用 

(※1) 

工程管理に係わる技術的所見 ○   

材料の品質管理に係わる技術的所見 ○   

施工上の課題に対する技術的所見 ○   
施工計画 

施工上配慮すべき事項 

○ 

○   

同種・類似工事の施工実績 ○ ○   

工事成績（※2） △   ○ 

優良工事表彰    ○ 

安全管理優良請負者表彰    ○ 

イメージアップ優良工事表彰    ○ 

企業の 

施工実績 

関連分野での技術開発の実績  ○   

資格 ○ ○   

同種・類似工事の施工経験 ○ ○   

工事成績（※2） △ ○   

優良工事技術者表彰  ○   

技術者の専門技術力（※3）  ○   

当該工事の理解度・取り組み姿勢 

（※3） 
 ○   

①
企
業
の
技
術
力 

配置予定 

技術者 

の能力 

技術者のコミュニケーション力 

（※3） 
 ○   

地理的条件   ○  

災害協定等による地域貢献の実績   ○  

ボランティア活動による地域貢献の

実績 
  ○  

労働福祉の状況   ○  

②
企
業
の 

信
頼
性

・
社
会
性 

地域精通度 

地域貢献度 

地産品の使用状況   ○  

（※1）国土交通省においてデータベース化されている評価項目。 
（※2）工事成績は、企業並びに配置予定技術者の技術力を計る上で極めて重要な指標であ

り、工事成績評定を実施していない発注者においては今後早期に評定を実施するこ
とが望ましい。 

（※3）ヒアリングを実施する場合の評価項目の例。 
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表 評価項目の一例（従来型及び高度技術提案型） 

提出を求める頻度 

企業へ

の期待 
評価の視点 評価項目例 

特に

重要

な 

項目 

工事

ごと 

定期 

的 

ＤＢ 

活用 

(※1) 

工程管理に係わる技術的所見  ○   

材料の品質管理に係わる技術的所見  ○   

施工上の課題に対する技術的所見  ○   

施工上配慮すべき事項  ○   

施工計画 

技術提案に係わる具体的な施工計画 ○ ○   

同種・類似工事の施工実績 ○ ○   

工事成績（※2） △   ○ 

優良工事表彰    ○ 

安全管理優良請負者表彰    ○ 

イメージアップ優良工事表彰    ○ 

企業の 

施工実績 

関連分野での技術開発の実績  ○   

資格 ○ ○   

同種・類似工事の施工経験 ○ ○   

工事成績（※2） △ ○   

優良工事技術者表彰  ○   

技術者の専門技術力（※3）  ○   

当該工事の理解度・取り組み姿勢 

（※3） 
 ○   

①
企
業
の
技
術
力 

配置予定 

技術者 

の能力 

技術者のコミュニケーション力 

（※3） 
 ○   

総合的な 

コスト 

総合的なコストの低減に関する技術

提案 
○ ○   

性能・強度等 
工事目的物の性能、機能の向上に関

する技術提案 
○ ○   

③
企
業
の 

高
度
な
技
術
力 

環境の維持 

等 

社会的要請への対応に関する技術提

案 
○ ○   

（※1）国土交通省においてデータベース化されている評価項目。 
（※2）工事成績は、企業並びに配置予定技術者の技術力を計る上で極めて重要な指標であ

り、工事成績評定を実施していない発注者においては今後早期に評定を実施するこ
とが望ましい。 

（※3）ヒアリングを実施する場合の評価項目の例。 
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表  「③企業の高度な技術力」に関する評価項目の具体事例 

 

大項目 中項目 小項目 評価内容

消費エネルギー（電力、燃料）をどのように低減させるか     ○   ◎     ○                 ○   ○       
燃料消費量を何g/kw/h低減させられるか ○ ◎ ○ ○ ○
維持管理費をどのように低減させるか     ◎ ○ ○ ◎     ○ ○                ○  ○ ◎       
工事期間中の減電補償費をいくら抑制できるか（施工期間で評価） ○
工事期間中の借地料をいくら抑制できるか（施工期間で評価） ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
路面のわだち掘れ量を何mm以下に抑えるか            ○                      △      
透水性舗装の透水量をどのように向上させるか ◎ ◎
現場溶接の品質を如何に確保するか ○ ◎ ○ ○ ◎ ◎ ◎

走行騒音の低減 車両走行時の路面からの騒音を何dB低下させるか       △     △             △         △  △   △
改良柱体の強度のバラツキを如何に少なくするか ◎
軟弱地盤対策後の圧密沈下量を如何に低減させるか            △ ◎      ◎          △           
コンクリートのひび割れを如何に抑制するか      ◎  ◎ ◎   ◎ ◎ ◎ ◎ ◎            ◎    △        
扉体、取水塔、スクリーン等に対して、もらい錆を如何に防止するか     △   ○      ○  ○                 △       
骨材飛散抵抗性の損失率を何％以下に抑えるか                                  ◎      
改良柱体の強度をどのように増加させるか                   △                     
現場溶接のひずみをどのように防止するか ○ ◎ ○ ○ ◎ ◎ ◎
周辺環境に配慮した自然石組みをどのように施工するか ◎
石積みに使用する自然石をどのように選定するか ◎
供用後の路面の平坦性をどのように向上させるか            ◎ ○  △                   ◎ ◎     
舗装材料の明るさをどのように向上させるか ○ ◎ ○
監視カメラの性能を如何に向上させられるか ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
品質・出来形・材料管理をどのように実施するか ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ △ ○  ○ ○     ○ ○ ○ ○ ○  ○ ○ ◎ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○
コンクリート等の品質向上のために、どのような施工をするか  ○  ○ ○ △   ○   ○ ◎ △ ◎ △  ◎     △          △  ◎     
施工中の工事騒音をどのように低減させるか ◎ ◎    ◎ ◎ ◎ ◎  ◎ ◎ ◎ ○ ◎    ◎ ◎  ◎ ◎  ◎    ◎  ○ ◎  ◎ ◎ ◎    
施工中の工事騒音を何ｄＢ低減出来るか △     ○ △ ○ △  △ ○ △ △ ○    ○ ○  ○ ○  △      ○ ○  △ ○ ○    
施工中の騒音発生期間を何日短縮出来るか           ○ ○             ◎       ◎  ◎      
施工中の振動をどのように低減させるか ◎ ◎   ◎ ◎ ◎ ◎ ◎   ◎ ◎  ◎ ◎    ◎  ◎ ◎  ◎       ◎        
施工中の振動値を何ｄＢ低減出来るか △    △ △ △ △ △    △          △      △           
施工中の振動発生期間を何日短縮出来るか ○ ○ ◎ ◎
施工中の粉塵の発生をどのように抑制するか ◎ ◎   ◎  △  ◎   ◎ ◎   ◎  ◎  ◎     ◎         ◎      
施工中の粉塵濃度を何mg/m3低減できるか             ○                           
法面などの裸地期間を何日短縮出来るか △                  ◎      ◎             △  
工事排水のPH値を如何にして下げる（上げる）か         △   ◎ ◎ ○                          
工事排水のSS値（浮遊物質量）を何mg/L減少させるか ○ △   △ ○   △   ◎ ◎ ○  △         ◎            ◎ ◎ ◎
施工中の濁水発生期間を何日短縮出来るか  ◎    ◎   ◎      ○                 ◎        
施工中に発生する汚水・排水をどのように処理するか ○ ○   △ ○   ○   ◎ ◎ ○ △ ○ ◎   ◎   ◎  ◎    ◎   △      ◎  

景観の向上 施工中の景観をどのように保全するか  △    △   ○   △                            
施工に伴う二酸化炭素を何t-CO２削減できるか                                △        
建設機械からのNOx排出量を何ｔ削減出来るか  △   ○    ○   ◎             ◎               
排ガス対策機械を何割導入するか △    △    ○   △      ◎       △         ○      
施工中の排出ガスを如何に抑制するか            ◎                    △        
施工中の排出ガス量を何m3/hr削減できるか △                                       
周辺環境に対してどのような配慮を行なうか △ △   △ △ ○  △   ○ ◎ ◎ ○ ◎         ◎       △  △      
施工中の障害日数（漁業障害、除雪障害など）を何日短縮出来るか △           ○                            
生活環境を維持するためにどのような工程計画が提案できるか ◎        ◎   ◎ ◎  △       ◎          ◎ ○ ◎      
生活環境を維持するためにどのような施工設備に係る提案が出来るか         △    △  △     △   ○  △ △      △        

生態系の維持 施工に必要な面積を何m2縮小できるか  △    △   △   △ △ △  ○ △   △            △        
その他 環境を維持するために施工期間を何日短縮出来るか ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎  ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎  ◎ ◎ ◎ ◎   ◎   ◎ ◎ ◎ ◎ ◎   ◎

工事に伴う交通規制日数を何日短縮できるか ◎ ◎    ◎ ◎     ◎ ◎  ◎        ◎  ◎ ◎ ◎ ◎ ◎ ◎  ◎  ◎     ◎
桁下高さの規制日数を何日短縮出来るか               ◎                         
作業時間を何時間短縮できるか             ◎                     ◎      
周辺道路交通への影響を如何に軽減するか     △   △    ○ ○  ○        ○         △        
道路迂回日数を何日短縮できるか ◎ ◎ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎ ◎

交通ネットワークを確保するためにどのような施工法を提案できるか            ◎           ◎         ◎       ◎

第三者（一般車両、歩行者など）の安全をどのように確保するか ○ ○   ○ ○  ○ ◎   ◎ ◎  ◎    ◎ ◎ ◎ ◎ ◎  ◎ ◎  ◎ ◎  ◎ ◎  ◎      
施工中の歩行者通路面積を何m2拡大できるか            ◎                            

被災リスク
離隔距離（仮締切工の堤防からの離隔、切羽とアーチ覆工との距離など）
を何ｍ以上確保出来るか

     △ △                                 

リサイクル材をどれくらい使用するか        ◎                 ◎       ◎  ○      
リサイクル対策についてどのような提案が出来るか ○ ○   ○    ○   ◎ ◎  ◎    ◎ ◎   ◎  ◎ ◎   ◎   ◎       ◎
施工中の建設副産物の発生量をどれくらい削減できるか       ○      ◎       ◎   ◎  ◎       ◎        

分別解体・現場内集積に関してどのような提案が出来るか         ○                               

省資源対策 現地発生材を如何に有効活用するか     ○   ◎    ◎ ◎ ◎ ◎        ◎         ◎        

その他 補償費等

振動の低減

安全対策の良否
特別な安全対策

初期性能の持続性

安定性の向上

美観

その他

供用性の向上

環境の維持

騒音の低減

粉塵の抑制

大気汚染の抑制

水質汚濁の抑制

リサイクルの良否

生活環境の維持

省資源対策又はリサイ
クル対策

規制時間の短縮

交通ネットワークの確保

社会的要請に関する事
項

交通の確保

総合的なコストに関する
事項

工事目的物の性能、機
能に関する事項

性能・機能

耐久性の向上

強度の向上

さ
く
井
工
事

水
門
扉
等
工
事

法
面
工
事

落
石
防
止
工
事

な
だ
れ
防
止
工
事

構
造
物
撤
去
工
事

既
製
杭
工
事

維
持
修
繕
工
事

ライフサイクルコスト 維持管理費の低減

ア
ス
ファ

ル
ト
舗
装
工
事

セ
メ
ン
ト
・
コ
ン
ク
リー

ト
舗
装
工
事

歩
行
者
系
の
舗
装、

路
盤
路
床
工
事

浚
渫
・
床
掘
工
事

道
路
付
属
施
設
工
事

鋼
製
橋
脚
工
事

鋼
橋
上
部
工
事

場
所
打
杭
等
工
事

地
中
連
続
壁
工
事

土
工
事

軟
弱
地
盤
処
理
工
事

土
留
め
・
仮
締
切
工
事

鋼
管
矢
板
基
礎
工
事

海
岸
構
造
物
工
事

港
湾
・
空
港
・
海
洋
埋
立
工
事

海
洋
工
事

コ
ン
ク
リー

ト
構
造
物
工
事

ト
ン
ネ
ル
工
事

ダ
ム
工
事

Ｐ
Ｃ
橋
上
部
工
事

揚
排
水
機
場
工
事

砂
防
工
事

地
滑
り
防
止
工
事

ニュ
ー

マ
チッ

ク
ケー

ソ
ン
工
事

床
止
工
事
（

落
差
工
，
帯
工
）

堰
・
水
門
工
事

樋
門
・
樋
管
工
事

水
路
・
管
路
工
事

築
堤
工
事

護
岸
工
事

根
固
・
水
制
工
事

凡例）◎：評価項目として適切  ○：評価項目として概ね適切  △：設定事例あり   ：設定事例なし 
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（４）評価基準の設定 

 

（ａ）評価項目ごとの評価基準  

 評価項目ごとの評価基準については、評価項目の特性を踏まえ、下記①に

よる定量的な評価基準、又は下記②又は③のいずれかによる定性的な評価基

準を設ける。 

① 数値方式 

評価項目の性能等の数値により点数を付与する方式。 

この場合、標準的には、提示された最高の性能等の数値に得点配分に

応じた満点を、最低限の要求要件を満たす性能等の数値に０点を付与す

る。また、その他の入札参加者が提示した性能等については、それぞれ

の性能等の数値に応じ按分した点数を付与するものとする。 

 

② 判定方式 

数値化が困難な評価項目の性能等に関して、２段階、３段階等の階層

とその判定基準を設け、入札参加者ごとの評価項目値が該当する階層を

判定し、それに応じた点数を付与する方式。 

この場合、例えば３階層（優／良／可）での判定では、標準的には、

優に該当するものには満点、良に該当するものにはその 50％、可は０点

を付与するものとする。 

なお、入札参加者の技術力が適切に得点に反映されるように、評価項

目ごとに階層数やその判定基準を設定することが重要となる。 

 

③ 順位方式 

数値化が困難な評価項目の性能等に関して、入札参加者を順位付けし、

順位により点数を付与する方式。 

この場合、標準的には、入札参加者の最上位者に満点、最下位者に０

点を付与し、中間の者には均等に按分して点数を付与するものとする。 

なお、この方式では、各入札参加者の性能等の分布により、得点の付

与が過大又は過小となるものが生じる可能性があるため、使用にあたっ

ては十分な留意が必要である。 

 

（ｂ）最低限の要求要件 

 評価項目ごとに、必要に応じて最低限の要求要件を設け、この要求要件を

満たしている場合のみに得点を与え、満たしていない場合には欠格とし、入

札参加資格を与えないことができる。 
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参考３参考３参考３参考３    除算方式と加算方式の比較除算方式と加算方式の比較除算方式と加算方式の比較除算方式と加算方式の比較    

 

（１）落札者の決定方法 

 落札者を決定するにあたっての評価値は、除算方式又は加算方式により算

出して求めることを基本とする。除算方式及び加算方式のそれぞれの方式に

おける落札者の決定方法のイメージを以下に示す。 

 

（ａ）除算方式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 除算方式における総合評価方式のイメージ 

  ×××× Ｃ社は、『要件①』を満たしていない。（予定価格を超過） 

入札価格入札価格入札価格入札価格    ＞＞＞＞    予定価格予定価格予定価格予定価格    

  ×××× Ｄ社は、『要件②』を満たしていない。 

     （「最低限の要求要件」を満たさない） 

  ×××× Ａ社は、入札価格では上位だが、評価値がＢ社を下回る。 

 

  ○○○○ Ｂ社は、２つの要件をクリアし、評価値が最も高いので落札者となる。Ｂ社は、２つの要件をクリアし、評価値が最も高いので落札者となる。Ｂ社は、２つの要件をクリアし、評価値が最も高いので落札者となる。Ｂ社は、２つの要件をクリアし、評価値が最も高いので落札者となる。    
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（ｂ）加算方式 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 加算方式における総合評価方式のイメージ 

 

 

 

  ×××× Ｃ社は、『要件』を満たしていない。（予定価格を超過） 

                    入札価格入札価格入札価格入札価格    ＞＞＞＞    予定価格予定価格予定価格予定価格    

  ×××× Ａ社は、入札価格（価格評価点）では上位だが、評価値がＢ社を下回る。 

                    評価値評価値評価値評価値    ＝価格評価点＝価格評価点＝価格評価点＝価格評価点    ＋＋＋＋    技術評価点技術評価点技術評価点技術評価点        

                                    ＝（１００×（１－入札価格／予定価格））＋技術評価点＝（１００×（１－入札価格／予定価格））＋技術評価点＝（１００×（１－入札価格／予定価格））＋技術評価点＝（１００×（１－入札価格／予定価格））＋技術評価点    

 

  ○○○○ Ｂ社は、要件をクリアし、評価値が最も高いので落札者となる。Ｂ社は、要件をクリアし、評価値が最も高いので落札者となる。Ｂ社は、要件をクリアし、評価値が最も高いので落札者となる。Ｂ社は、要件をクリアし、評価値が最も高いので落札者となる。    

    

は、「要件（入札工事価格が予定価格の範囲外）」を満足しない領域
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（２）評価値の比較 

 除算方式と加算方式の評価値を図化すると以下のとおりであり、除算方式

と加算方式により落札者が異なる場合がある。例えば、低価格入札の懸念の

ある場合においては、加算方式を採用することにより、低価格入札による落

札を回避できる可能性が高くなる。 
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（３）入札率と評価値のシミュレーション結果 

不良不適格業者（加算点あるいは技術評価点が０点と仮定）により低入札

価格調査制度の調査基準価格（予定価格の３分の２から１０分の８．５を乗

じた価格）に相当する入札があった場合において、平均落札率にて最低価格

入札者を上回る評価値を得るために必要な加算点又は技術評価点をシミュレ

ーションにより求めた結果を以下に示す。 

この図より、除算方式の場合には加算点が１０～５０点、加算方式の場合

には技術評価点が１０～３０点必要となることがわかる。 
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（４）新通達方式適用工事における加算点のシミュレーション結果 

 平成１６年度に直轄工事において総合評価方式を適用した工事のうち、新

通達方式にて加算点の満点を１０点としている工事３８４件を対象に、加算

点を変動させた場合の落札状況を以下に示す。 

 仮に加算点を５０点満点とした場合には、５割以上の工事において、最優

秀技術提案者が価格を逆転して落札し、その場合の落札率は数％上昇する結

果となる。 
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参考４参考４参考４参考４    評価内容の担保評価内容の担保評価内容の担保評価内容の担保    

 

 採用された技術的所見または技術提案の通りに施工がなされなかった場合

は、それに伴い生じた実損害額に応じた契約金額の減額又は損害賠償請求を

行うものとする。なお、実損害額については目的物の価値の低減分だけでな

く通行規制日数の延長等社会的損失を含むものとする。 

 また、工事の仕様を満足できなかったことについて、工事成績評定の減点

対象とする。 

さらに、引渡後において、技術提案の不履行が確認された場合においても、

再度施工の義務等を課すとともに、工事成績評定の減点を行うものとする。 

 

表 技術提案内容の不履行に対する評価内容の担保の考え方 

引渡前 引渡後 

・修補請求（約款第 31 条） 

・修補不可能な場合は、契約金額の減

額又は損害賠償の請求 

・工期遅延の場合には、履行遅滞に伴

う損害賠償の請求（約款第 45 条） 

・いずれの場合も工事成績評定の減点 

・修補請求（約款第 44 条） 

・修補が困難または合理的でない場合、

損害賠償の請求（約款第 44 条） 

・いずれの場合も工事成績評定の減点 
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図  総合評価方式適用工事における履行検証と評価内容の担保の関係イメージ 
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参参参参考５考５考５考５    発注者の体制の整備発注者の体制の整備発注者の体制の整備発注者の体制の整備    

 

 総合評価方式は、従前の価格競争方式に比して、発注者に一層の技術的な

判断や審査・評価等が求められるため、工事の内容が高度で技術提案の審査

ができない等、発注関係事務を適切に実施することが困難である場合におい

ては、発注者の責任のもと発注関係事務を実施することができるものの能力

を活用するよう努める。 

 

（１）国、都道府県による発注者支援 

 国及び都道府県は次のような支援策を講ずるよう努める。 

① 発注関係事務を適切に実施することができる者の育成に努め、講習会の

実施や国、都道府県等が実施する研修への職員の受け入れを行う。 

② 発注者より要請があった場合には、自らの業務の実施状況を勘案しつつ、

可能な限り、その要請に応じ支援を行う。 

③ 発注者が発注関係事務を公正に行うことができる条件を備えた者の選

定に協力する。 

④ 必要な情報の収集及び提供等を行う。 

 

（２）国、都道府県以外の者の活用 

 国・都道府県以外の者を活用し、発注関係事務の全部又は一部を行わせる

場合は、その者が、公正な立場で、継続して円滑に発注関係事務を遂行する

ことができる組織であること、その職員が発注関係事務を適切に実施するこ

とができる知識・経験を有している必要があること等に留意するものとする。 

 発注関係事務の全部又は一部を行うことができる者については、当面、公

共工事の設計、積算、工事管理等を行うことを目的に設立されている公益法

人等を活用しつつ、民間企業を含む外部機関において、技術的能力及び公正

性の確保がなされるよう必要な環境整備に努めるものとする。 
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 発注者支援機関等に求められる資格要件について、中部地方整備局が作成

した案を参考に示す。 

 

（ａ）発注者支援機関の認定 

 ○発注者支援業務を実施することができる機関の認定要件等は以下のと

おりとする。 

 ○当面の間は各県の建設技術センター等及び建設協会を対象に試行する。 

 

認定 

対象 
資 格 要 件 等 

支
援
機
関 

・公平性、中立性が担保されること 

・土木工事に関する各種基準に精通していること（専門性の担保） 

・法令の遵守及び高度な守秘義務が担保されること 

・業務遂行に必要な技術者が確保できること 

上記を総合的に判断し認定者が認めたものとする。 

 

（ｂ）発注者支援業務の技術者の認定 

 ○発注者支援業務を実施することができる技術者の資格要件等は下記の

とおりとする。 

 

認定 

対象 
資 格 要 件 等 

管
理
技
術
者 

以下のイ～ハの全てに該当する者 

イ：認定を受けた機関と恒常的な雇用関係がある者 

ロ：「発注者支援業務等管理技術者認定試験（仮称）」に合格した者 

（有効期間：５年） 

ハ：「発注者支援業務等管理技術者講習会（仮称）」を受講した者 

（有効期間：５年） 
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認定 

対象 
資 格 要 件 等 

※認定を受けた機関と雇用関係があり、以下の何れかに該当する者 

業
者
選
定 

①以下のイ～ロの全てに該当する者 

イ：「発注者支援業務等管理技術者認定試験（仮称）」に合格

した者（有効期間：５年） 

ロ：「発注者支援業務等管理技術者講習会（仮称）」を受講し

た者（有効期間：５年） 

積
算
業
務 

①技術士（建設部門又は総合技術監理部門）の資格を有し、

工事積算に関する業務を１年以上経験している者 

②二級土木施工管理技士の資格を有し、工事積算に関する業

務を３年以上経験している者 

③公共工事の発注者としての実務経験が３年以上で、工事の

設計・積算業務の経験を有している者 

監
督
業
務 

①技術士（建設部門又は総合技術監理部門）の資格を有し、

施工管理に関する業務を１年以上経験している者 

②二級土木施工管理技士の資格を有し、施工管理に関する業

務を３年以上経験している者 

③公共工事の発注者としての行政経験が１０年以上で、施工

管理に関する業務を３年以上経験している者 

担
当
技
術
者 

検
査
業
務 

①以下のイ～ロの全てに該当する者 

イ：「発注者支援業務等管理技術者認定試験（仮称）」に合格

した者（有効期間：５年） 

ロ：「発注者支援業務等管理技術者講習会（仮称）」を受講し

た者（有効期間：５年） 

 

 

（ｃ）認定機関 

 ○（ａ）、（ｂ）の認定は、当面の間、関係行政機関で構成される協議会等

において実施する。 

 

 

 

 


